	登録免許税法施行規則第３条の規定による不動産使用証明願書

	申　請　者
	主たる事務所の所在地
	大阪市北区中之島1丁目3番20号

（〒530－8201）（℡06－6208－8181）（FAX06－6208－8181）


	
	EQ \* jc2 \* "Font:ＭＳ 明朝" \* hps14 \o\ad(\s\up 9(ふり),名)　　　EQ \* jc2 \* "Font:ＭＳ 明朝" \* hps14 \o\ad(\s\up 9(がな),称)
	しゃかいふくしほうじん　おおさかしふくしかい
社会福祉法人　大阪市福祉会

	
	代 表 者 の 氏 名
	理事長　大阪　市郎

	申　請　年　月　日
	令和　３　年　２　月　１　日

	証明を受けようとする不動産
	所　在　
	地番又は
家屋番号
	地目又は建物
の種類・構造
	地積又は　　　床 面 積
	具体的用途

	
	大阪市北区中之島一丁目
大阪市北区中之島一丁目3番地
	3番
3番の20

	宅地
保育所
鉄骨造陸屋根２階建

	81.81㎡
１階62.08㎡
２階62.08㎡
	（仮称）○○園の敷地及び園舎建物



（注）この部分に市長が証明を行うので、余白とすること。
 
法律上の権限を有する者（※）でない方が、業として他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類を作成することは、法律に別段の定めがある場合を除き、法令違反となりますので、ご注意ください。
（※）行政書士、司法書士など

